
年
金
だ
よ
り
（
保
険
料
の
追
納
制
度
・
後
納
制
度
）

子
子
育
て

　
こ
れ
ま
で
は
１
日
に
保
育
す

る
乳
幼
児
の
数
が
６
人
以
上
の

認
可
外
保
育
施
設
や
認
可
外
の

訪
問
型
保
育
事
業
（
い
わ
ゆ
る

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
事
業
）
を
行

う
場
合
に
、
原
則
、
届
出
が
必

要
で
し
た
が
、
平
成
28
年
４
月

以
降
は
１
日
に
保
育
す
る
乳
幼

児
の
数
が
１
人
以
上
の
場
合

に
、届
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

（
た
だ
し
、
臨
時
に
設
置
さ
れ

る
場
合
等
は
除
き
ま
す
。）

　
都
道
府
県
知
事
等
へ
の
届
出

は
、
平
成
28
年
１
月
か
ら
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
既
に
届
出
を
し
て
い

て
も
、
子
ど
も
の
預
か
り
サ
ー

ビ
ス
の
マ
ッ
チ
ン
グ
サ
イ
ト
を

活
用
し
て
事
業
を
実
施
し
て
い

る
方
は
、平
成
28
年
４
月
以
降
、

利
用
し
て
い
る
マ
ッ
チ
ン
グ
サ

イ
ト
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
届
け
出
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

届
出
先

　
お
住
ま
い
の
都
道
府
県
（
指

定
都
市
・
中
核
市
の
場
合
は
、

指
定
都
市
・
中
核
市
）

　
事
業
所
が
所
在
す
る
都
道
府

県
（
指
定
都
市
・
中
核
市
の
場

合
は
、
指
定
都
市
・
中
核
市
）

　
認
可
外
保
育
施
設
指
導
監
督

基
準
に
、
認
可
外
保
育
施
設
及

び
認
可
外
の
訪
問
型
保
育
事
業

者
は
、「
保
育
従
事
者
の
人
間

性
及
び
専
門
性
の
向
上
に
努
め

る
こ
と
」と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

保
護
者
が
安
心
し
て
子
ど
も
を

預
け
ら
れ
る
よ
う
に
積
極
的
に

研
修
を
受
講
し
、
保
育
従
事
者

の
質
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
が

必
要
で
す
。

　
認
可
外
の
訪
問
型
保
育
事
業

や
１
日
に
保
育
す
る
乳
幼
児
の

数
が
５
人
以
下
の
認
可
外
保
育

施
設
は
、
研
修
の
受
講
状
況
も

届
出
事
項
で
す
。

　

研
修
の
受
講
に
つ
い
て
は
、

届
出
先
の
都
道
府
県
等
に
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。（
研
修
の
例：

居
宅
訪
問
型
保
育
研
修
、
子
育

て
支
援
員
研
修
等
）

１
人
で
も
乳
幼
児
を
保
育
す
る
（
預
か
る
）
事
業
者
の
皆
さ
ま
へ

都
道
府
県
知
事
等
へ
の
届
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
！

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

活
動
状
況
報
告

問 

町
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー　
☎
（
62
）
３
３
１
１

問 

住
民
福
祉
課 

福
祉
係

☎
（
62
）
１
１
１
１

　
  

内
線
１
３
２

★ 
詳
細
は
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w

w
.pref.kum

a 
m

oto.jp/kiji_14735.htm
l

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

定
期
的
に
研
修
を

受
け
ま
し
ょ
う

個
人
の
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
事
業
者

作
っ
て
遊
ん
で
、
オ
ニ
さ
ん
と

お
友
だ
ち
（
２
月
３・４
日
）

　
節
分
の
日
。
豆
ま
き
用
の
豆

を
入
れ
る
箱
を
親
子
で
作
る
こ

と
か
ら
は
じ
め
、
牛
乳
パ
ッ
ク

に
シ
ー
ル
を
貼
っ
た
り
、
オ
ニ

の
顔
を
描
い
た
り
し
て
準
備
を

し
ま
し
た
。

　
完
成
し
た
箱
に
落
花
生
を
た

く
さ
ん
入
れ
、
首
か
ら
下
げ
て

壁
に
貼
っ
た
オ
ニ
に
向
か
っ
て

皆
で
豆
を
投
げ
ま
し
た
。
病
気

や
言
う
こ
と
を
き
か
な
い
オ
ニ

は
追
い
払
い
、
福
と
一
緒
に
優

し
い
オ
ニ
を
招
き
入
れ
ま
し

た
。

　
豆
ま
き
後
は
、
大
豆
を
使
っ

た
お
や
つ
﹃
き
な
粉
大
豆
﹄
や

﹃
大
豆
と
バ
ナ
ナ
の
お
焼
き
﹄

を
試
食
し
ま
し
た
。

ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ
の
会

（
２
月
22
日
）

　
生
後
３
个
月
か
ら
１
歳
２
个

月
ま
で
の
赤
ち
ゃ
ん
連
れ
の
親

子
が
集
ま
り
、
ベ
ビ
ー
マ
ッ

サ
ー
ジ
を
行
い
ま
し
た
。

　
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
始
め
た
と
き

は
、
赤
ち
ゃ
ん
は
何
を
さ
れ
て

い
る
の
か
と
、
き
ょ
と
ん
と
し

て
い
ま
し
た
が
、
徐
々
に
気
持

ち
よ
く
な
っ
て
く
る
と
笑
顔
を

見
せ
始
め
、
終
わ
る
頃
に
は

す
っ
か
り
み
ん
な
笑
顔
い
っ
ぱ

い
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
免
疫
ア
ッ
プ
す
る
箇
所
や
寝

ぐ
ず
り
す
る
時
に
す
る
と
良
い

こ
と
等
も
教
わ
り
ま
し
た
。
家

で
も
入
浴
中
、オ
ム
ツ
交
換
時
、

就
寝
前
な
ど
に
マ
ッ
サ
ー
ジ
を

続
け
て
頂
け
る
と
よ
い
そ
う
で

す
。

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付

に
あ
た
っ
て
は
、
過
去
に
免
除

し
て
い
た
保
険
料
ま
た
は
免
除

は
し
て
い
な
い
が
納
め
忘
れ
た

保
険
料
を
納
め
た
い
方
へ
の
追

納
・
後
納
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

追
納
・
後
納
を
す
る
際
は
、

納
付
書
で
の
納
付
に
な
り
ま

す
。（
口
座
振
替
で
の
納
付
は

で
き
ま
せ
ん
。）

　

お
問
い
合
わ
せ
及
び
お
申

し
込
み
は
、
熊
本
東
年
金
事

務
所
（
☎
０
９
６
（
３
６
７
）

２
５
０
３
）
ま
で
お
願
い
し
ま

す
。

追
納
制
度

　
免
除
等
の
承
認
を
受
け
た
期

間
の
保
険
料
を
後
に
納
め
る
事

を
言
い
、
追
納
で
き
る
の
は
追

納
が
承
認
さ
れ
た
月
の
前
10
年

以
内
の
免
除
等
期
間
に
限
ら
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
承
認
さ
れ

た
期
間
の
う
ち
、
原
則
古
い
期

間
か
ら
の
納
付
に
な
り
ま
す
。 

後
納
制
度

　
時
効
で
納
め
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
国
民
年
金
保
険
料

を
、
平
成
27
年
10
月
か
ら
平
成

30
年
９
月
ま
で
の
３
年
間
に
限

り
、
過
去
５
年
分
ま
で
納
め
る

こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

問 

住
民
福
祉
課  

福
祉
係  

☎
（
62
）
１
１
１
１  

内
線
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『くまもと子育て応援の店』
子育て支援パスポート事業全国共通展開スタート
　全国 40 道県が ｢子育て支援パスポート事業（く
まもと子育て応援の店）の全国共通展開｣ に参加
し、平成 28 年４月から県外でも料金の割引や特典
などのサービスが受けられるようになりました。た
だし、他道府県によってはパスポートの提示が必要
な場合があります。また、県内外問わず、対象年齢
や多子世帯向け、妊婦可等条件が異なる場合があり
ます。県外で利用する場合、ＵＲＬ（http://portal.
kumamoto-net.ne.ip/kosodate-ouen/）またはＱＲ
コードからパスポート画像を取得してください。
▶ 

パ
ス
ポ
ー
ト
画
像

この１年、みんなが元気で
過ごせますように・・・。

４月は、おはなし会やベビー
マッサージの会等を企画しています。

年金相談は
完全予約制です

熊本東年金事務所
☎096－367－2503

毎月第４金曜日
１０時～１５時
高森総合センター

福
福　
祉

6人以上

1人以上

前

改正

前

後

届出対象となる１日に保育する乳幼児数

平成28年4月4日発行広報たかもり 680号 （2）（3）



●
市
区
町
村
や
厚
生
労
働
省
等

　
が
Ａ
Ｔ
Ｍ
（
銀
行
・
コ
ン
ビ

　
ニ
等
の
現
金
自
動
支
払
機
）

　
の
操
作
を
お
願
い
す
る
事
は

　
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

●
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
自
分
で
操
作
し
て

　
他
人
か
ら
お
金
を
振
り
込
ん

　
で
も
ら
う
事
は
絶
対
に
で
き

　
ま
せ
ん
。

●
市
区
町
村
や
厚
生
労
働
省
な

　
ど
が
給
付
金
支
給
の
た
め
に

　
手
数
料
等
の
振
込
を
求
め
る

　
こ
と
は
絶
対
あ
り
ま
せ
ん
。

●
厚
生
労
働
省
が
世
帯
構
成
や

　
銀
行
口
座
の
番
号
な
ど
、
個

　
人
情
報
を
照
会
す
る
こ
と
は

　
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
自
宅
や
職
場
な

　
　
　
　
　
　
ど
に
、
市
区
町

　
　
　
　
　
　
村
や
厚
生
労
働

省
の
職
員
等
を
か
た
っ
た
電
話

が
あ
っ
た
り
、
郵
便
が
届
い
た

ら
迷
わ
ず
、
市
区
町
村
や
最
寄

り
の
警
察
署
（
又
は
警
察
相
談

電
話(

♯
９
１
１
０
））
に
連

絡
し
て
く
だ
さ
い
。

｢

高
齢
者
向
け
の
給
付
金｣

（
３
万
円
）
を

よ
そ
お
っ
た｢

振
り
込
め
詐
欺｣

や
、

｢

個
人
情
報
の
詐
取｣

に
ご
注
意
く
だ
さ
い
！

問 
県
警
本
部　
生
活
安
全
企
画
課

　
　

 
☎
０
９
６
（
３
８
１
）
０
１
１
０

　

 
九
州
財
務
局　
金
融
監
督
第
一
課

　
　

 
☎
０
９
６
（
３
５
３
）
６
３
５
１

問 

厚
生
労
働
省
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
　

 

☎
０
５
７
０
（
０
３
７
）
１
９
２

　

 

住
民
福
祉
課  

福
祉
係 

☎
（
62
）
１
１
１
１
内
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Q. よくあるご質問 A. 回答
Q. 「平成 27 年度臨時福祉給付金

の支給対象者」とはどのような
人ですか？

A. 平成 27 年度分の住民税が課税さ
れていない方です。（ただし、住
民税において、課税者の扶養親
族になっている方は除きます。）

Q. 年金を受給していなくても、今
回の給付金の支給対象者になり
ますか？

A. 支給対象者になります。年金を受
給しているか否かは問いません。

Q. 住民税が課税されない所得水準
の目安（非課税限度額）を教え
てください。

A. お住まいの地域によって異なり
ますが、収入が年金のみで東京
23 区等にお住まいの場合、単身
者で年収「155 万円」、配偶者
を扶養している場合で年収「211
万円」となります。

Q. 平成 27 年度臨時福祉給付金の
支給対象者に該当しますが実際
には受給していません。今回の給付
金の支給対象者になりますか？

A. 支給対象者になります。平成 27
年度臨時福祉給付金を実際に受
給したか否かは問いません。

Q. 「平成 29 年 3 月 31 日までに 65
歳以上になる方」は、いつまで
に生まれた人ですか？

A. 昭和 27 年 4 月 1 日以前に生ま
れた方です。（昭和 27 年 4 月 1
日に生まれた方も含みます。）

Q. 平成 27 年１月 2 日以降に引っ
越した場合の給付金の申請先は
どこですか？

A. 平成 27 年１月１日時点で住民
票がある市町村になります。給
付金は申請先の市町村から支給
されます。

※ 平成 27年１月 2日以降に市町村の
区域を越えて引っ越した場合は、申
請先が現在お住まいの市町村と異な
りますので、ご注意ください。

　
特
殊
詐
欺
の
被
害
を
防
止
す

る
た
め
、
金
融
機
関
窓
口
で
高

齢
者
が
高
額
の
預
貯
金
を
引
き

出
す
場
合
、
次
の
取
り
組
み
を

行
っ
て
い
ま
す
。
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
①
確
認
シ
ー
ト
を
使
い
、
詐

欺
被
害
に
遭
っ
て
い
な
い
か
職

員
の
声
掛
け
を
行
い
ま
す
。

　
②
可
能
な
限
り
現
金
で
の
払

出
し
を
避
け
、「
振
込
み
」
又

は
現
金
化
に
本
人
確
認
が
必
要

な
「
預
貯
金
小
切
手
」
の
利
用

を
勧
め
ま
す
。

　
③
顧
客
の
言
動
に
特
殊
詐
欺

被
害
の
可
能
性
が
あ
る
場
合
は

警
察
へ
連
絡
し
、
被
害
の
有
無

を
確
認
し
ま
す
。

特
殊
詐
欺
の
被
害
防
止
の
た
め
、
金
融
機
関
窓
口
で
声
掛
け
を
実
施
中
！

︽
支
給
対
象
者
︾

　
平
成
27
年
度
臨
時
福
祉
給
付

金
の
支
給
対
象
者
に
該
当
す
る

方
の
う
ち
、
平
成
29
年
３
月
31

日
ま
で
に
65
歳
以
上
に
な
る
方

（
た
だ
し
、
生
活
保
護
の
受
給

者
等
は
除
き
ま
す
。）

︽
申
請
方
法
︾

●
高
齢
者
向
け
給
付
金
を
受
け

　
取
る
た
め
に
は
、
申
請
が
必

　
要
で
す
。

●
申
請
先
は
、
平
成
27
年
１
月

　
１
日
時
点
で
住
民
票
が
あ
る

　
市
町
村
で
す
。（
平
成
27
年

　
か
ら
現
在
ま
で
移
転
が
な
け

　
れ
ば
、
基
本
的
に
現
住
所
の

　
あ
る
市
町
村
に
な
り
ま
す
。

（
例
）

　
左
記
の
方
法
は
一
例
で
す
。 

詳
細
は
各
市
町
村
へ
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

確
認
じ
ゃ
！

　
　「
高
齢
者
向
け
給
付
金
」

　
一
億
総
活
躍
社
会
の
実
現
に

向
け
、
賃
金
引
上
げ
の
恩
恵
が

及
び
に
く
い
高
齢
者
の
方
を
支

援
し
ま
す
。

●
給
付
金
を
受
け
取
る
た
め
に

　
は
、
申
請
が
必
要
で
す
。

●
申
請
先
は
、
昨
年
（
平
成
27

　
年
）
１
月
１
日
時
点
で
お
住

　
ま
い
の
市
町
村
で
す
。

︽
支
給
額
︾

　
１
人
に
つ
き
、
３
万
円

　
　
※
支
給
は
１
回
で
す
。

︻
申
請
受
付
期
間
︼

７
月
29
日
㊎
ま
で

　

  

※ 

郵
送
の
場
合
、

  　

    

当
日
消
印
有
効

！

　
　
　
　
　
　
自
宅
や
職
場
な

　
　
　
　
　
　
ど
に
、
市
区
町

　
　
　
　
　
　
村
や
厚
生
労
働

無料登記相談所（予約制）を開設します！！
　熊本地方法務局職員による土地・建物等の売買・贈与・相続等の登記に関する無料
の登記相談所が下記のとおり開設されます。お気軽にご相談ください（事前予約必要）。
　日　時：４月２１日（木）１０：３０～１５：００
　場　所：阿蘇市役所２階会議室
　予約先：熊本地方法務局阿蘇大津支局　（☎０９６－２９３－２２７２）
　その他：不動産登記に関する相談及び WEBカメラを利用した商業・法人登記に関す
　　　　　る相談（いずれも予約制）を行っておりますので、ご利用ください。

① 

申
請
書
を
入
手

　
申
請
対
象
者
に
直
接
申
請

書
を
住
所
地
に
郵
送
し
ま
す
。

※ 

４
月
末
日
ま
で
に
郵
送

② 

申
請
書
に
記
入

　
申
請
書
に
必
要
事
項
を
漏

れ
な
く
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

③ 

申
請
書
を
提
出

　
申
請
書
の
記
入
、
必
要
書

類
を
添
付
し
、
申
請
受
付
期

間
内
に
市
町
村
へ
郵
送
す
る

か
、
市
町

村
の
窓
口

に
直
接
提

出
し
て
く

だ
さ
い
。

④ 

給
付
金
の
受
取

　
支
給
要
件
を
満
た
し
た
方

は
、
申
請
書
に
記
載
し
た
指

定
口
座
に
入
金
さ
れ
ま
す
。

平成28年4月4日発行広報たかもり 680号 （4）（5）



４
月
は
「
未
成
年
者
飲
酒
防
止
強
化
月
間
」
で
す

車　種 平成 27 年度まで 平成 28 年度以降

原
動
機
付
自
転
車

総 排 気 量 50 ㏄
以 下（ 定 格 出 力
0.6kw 以下）

１，０００円 ２，０００円

総 排 気 量 50 ㏄
超 90㏄以下（定
格 出 力 0.6kw 超
0.8kw 以下）

１，２００円 ２，０００円

総排気量 90㏄超
125 ㏄ 以 下（ 定
格 出 力 0.8kw 超
1kw 以下）

１，６００円 ２，４００円

ミニカー（三輪以
上）（総排気量 20
㏄ 超 50cc 以 下 ）

（定格出力0.25kw
超 0.6kw 以下）

２，５００円 ３，７００円

二輪の軽自動車
（125㏄超 250㏄以下） ２，４００円 ３，６００円

小　型
特　殊
自動車

農耕作業用のもの １，６００円 ２，４００円

その他のもの ４，７００円 ５，９００円

二輪の小型自動車（250cc 超） ４，０００円 ６，０００円

　
申
告
所
得
税
及
び
復
興
特
別

所
得
税
並
び
に
消
費
税
及
び
地

方
消
費
税
（
個
人
事
業
者
）
の

納
税
は
、
金
融
機
関
の
預
貯
金

口
座
か
ら
引
き
落
と
し
と
な
る

「
振
替
納
税
」
が
大
変
便
利
で

す
。利
用
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、

是
非
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
振
替
納
税
の
振
替
日
は
、
下

記
の
と
お
り
で
す
。

︻
申
告
所
得
税
及
び

  

復
興
特
別
所
得
税
の
振
替
日
︼

　
　
４
月
20
日
（
水
）

︻
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

  （
個
人
事
業
者
）
の
振
替
日
︼

　
　
４
月
25
日
（
月
）

　
ご
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
最
寄
り
の
税
務
署
に
お
尋

ね
く
だ
さ
い
。

原
動
機
付
自
転
車
、
二
輪
車
、

小
型
特
殊
自
動
車
等

　
購
入
や
登
録
の
時
期
に
関
わ

ら
ず
、
全
て
の
車
両
で
改
正
後

の
税
額
が
適
用
さ
れ
ま
す
。 

三
輪
・
四
輪
以
上
の
軽
自
動
車

　
「
平
成
27
年
４
月
１
日
以
後

に
初
め
て
車
両
番
号
の
指
定
を

受
け
た
車
両
︻
※
２
︼」
及
び

「
初
め
て
車
両
番
号
の
指
定
を

受
け
た
月
か
ら
起
算
し
て
13
年

を
超
え
る
車
両
︻
※
３
︼」
に

つ
い
て
は
新
税
額
が
適
用
さ
れ

ま
す
。
ま
た
、
経
年
重
課
税
及

び
グ
リ
ー
ン
化
特
例
（
軽
課
）

の
適
用
も
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

　
︻
※
１
︼ 

改
正
前
の
税
額
が

適
用
さ
れ
、
変
更
は
あ
り
ま
せ

ん
。（
＊
初
め
て
車
両
番
号
の

指
定
を
受
け
て
か
ら
13
年
を
経

過
し
た
車
両
は
、︻
※
３
︼
の

税
額
が
適
用
さ
れ
ま
す
。）

　
︻
※
２
︼ 

改
正
後
の
税
額
が

適
用
さ
れ
ま
す
。（
＊
平
成
27

年
４
月
１
日
か
ら
平
成
28
年
３

月
31
日
ま
で
に
初
め
て
車
両
番

号
の
指
定
を
受
け
た
三
輪
・
四

輪
以
上
の
軽
自
動
車
で
、
一
定

の
環
境
性
能
を
満
た
す
車
両

は
、
平
成
28
年
度
に
限
り
、
別

の
税
額
が
適
用
さ
れ
ま
す
（
詳

細
は
担
当
課
ま
で
）。）

　
︻
※
３
︼ 

電
気
軽
自
動
車
、

天
然
ガ
ス
軽
自
動
車
、
メ
タ

ノ
ー
ル
軽
自
動
車
、
混
合
メ
タ

ノ
ー
ル
軽
自
動
車
、
ガ
ソ
リ
ン

を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用

い
る
電
力
併
用
軽
自
動
車
、
被

け
ん
引
自
動
車
は
除
き
ま
す
。

国
税
だ
よ
り（
申
告
所
得
税・消
費
税
の
振
替
期
日
）

平
成
28
年
度
か
ら
軽
自
動
車
税
の
税
額
が
変
わ
り
ま
す
！

問 

熊
本
国
税
局　
酒
税
課

☎
０
９
６
（
３
５
４
）
６
１
７
１

問 

税
務
課　
税
務
係

☎
（
62
）
１
１
２
３
︽
直
︾

　
未
成
年
者
が
飲
酒
を
し
た
場

合
に
は
、
脳
障
害
等
の
「
身
体

的
影
響
」、
精
神
的
成
長
や
心

理
的
発
達
の
停
止
等
の
「
精
神

的
影
響
」
及
び
非
行
問
題
等
の

「
社
会
的
影
響
」
が
あ
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

　

日
本
で
は
、「
未
成
年
者
飲

酒
禁
止
法
」
に
よ
り
、
20
歳
未

満
の
者
の
飲
酒
が
禁
止
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
違
反
し
た
場
合
の

罰
則
は
、
飲
酒
を
し
た
未
成
年

者
本
人
で
は
な
く
、
親
や
、
未

成
年
者
が
自
ら
飲
酒
す
る
こ
と

を
知
り
な
が
ら
お
酒
を
販
売
・

提
供
し
た
販
売
業
者
等
に
対
し

て
科
さ
れ
ま
す
。

　
大
人
は
、
社
会
全
体
の
責
務

と
し
て
、
未
成
年
者
飲
酒
の
未

然
防
止
を
積
極
的
に
図
っ
て
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
国
税
庁
を
含
む
関
係

省
庁
は
、
毎
年
４
月
を
「
未
成

年
者
飲
酒
防
止
強
調
月
間
」
と

し
て
、
全
国
的
な
広
報
啓
発
活

動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

問 

阿
蘇
税
務
署　
☎
（
22
）
０
５
５
１

シリーズ防災　  　今回から時節に応じた防災に関する知識や対策を発信してまいります。
　質問や要望がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
　　　　高森町役場　総務課　担当：吉田　　☎６２－１１１１　内線１１１

１　防災への取り組み
① 自助：共助：公助
　   ７   ：   ２    ：   １

　防災に関する初動対処の比率は、阪神淡路
大震災以降、上記のようになっています。特
に大きな災害では、公助は災害が起こった直後には期待できません。

　　　　　　　　　　　　　自助：「自分自身又は家族での対処」
　　　　　　　　　　　　　共助：「自治会や自主防災会による
　　　　　　　　　　　　　　　　  助け合い」
　　　　　　　　　　　　　公助：「地方自治体・消防・警察・
　　　　　　　　　　　　　　　　  自衛隊などによる支援」

② 家庭における取り組み
　ア　家具の固定、懐中電灯、割れ物対策
　　　スリッパ等の準備
　イ　非常用食料等の備蓄（３日分）
　ウ　非常持出し袋の準備（常備薬など）
　エ　災害時の避難場所等の確認
　オ　家族同士の連絡手段の確認

③ 自主防災組織
　各地区の自治会などを中心に組織し、日頃は防災訓練や救急救命
講習会などを行ったり各種行事に合わせて炊き出し訓練などを行い
ます。災害が発生した場合は、お互いに協力して避難をしたり、役
場の職員と協力して避難所の運営などを行います。

　　　　　　　　　　　　　自助：「自分自身又は家族での対処」
　　　　　　　　　　　　　共助：「自治会や自主防災会による
　　　　　　　　　　　　　　　　  助け合い」
　　　　　　　　　　　　　公助：「地方自治体・消防・警察・
　　　　　　　　　　　　　　　　  自衛隊などによる支援」

車　　種
（ 三輪・四輪以上の

軽自動車の場合 ）

平成 27 年 3 月 31 日
以前に初めて車両番
号（ナンバー）の指定
を受けた車両【※ 1】

平成27年4月1日以後に初めて車両番号（ナンバー）の指定を 初めて車両番号（ナ
ンバー）の指定を受
けてから 13 年を経
過した車両【※ 3】

受けた車両
【※ 2】

グリーン化特例（軽課）（取得の翌年度に限る）
概ね 75％軽減 概ね 50％軽減 概ね 25％軽減

三輪のもの（660㏄以下） ３，１００円 ３，９００円 １，０００円 ２，０００円 ３，０００円 ４，６００円

四輪以上
( ６ ６ ０
cc 以 下 )
のもの

乗用
営業用 ５，５００円 ６，９００円 １，８００円 ３，５００円 ５，２００円 ８，２００円
自家用 ７，２００円 １０，８００円 ２，７００円 ５，４００円 ８，１００円 １２，９００円

貨物用
営業用 ３，０００円 ３，８００円 １，０００円 １，９００円 ２，９００円 ４，５００円
自家用 ４，０００円 ５，０００円 １，３００円 ２，５００円 ３，８００円 ６，０００円

税

税　
務
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